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頴
娃
農
業
開
発

研
修
セ
ン
タ
ー
で

は
、
市
民
の
方
を

対
象
に
野
菜
の
栽

培
講
習
会
を
開
催

し
ま
す
。

　

今
回
は
、
春
夏

野
菜
な
ど
の
植
え

付
け
時
期
・
栽
培

方
法
な
ど
を
分
か

り
や
す
く
説
明
し

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
マ
ス
ク
着
用
）

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
発
生

状
況
な
ど
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
対
象
野
菜
＝
春
夏
野
菜

■
日
時
＝
４
月
９
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

［
問
］
頴 

農
政
課 

総
合
研
修
係

　
（
頴
娃
農
業
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー
内
）

　

☎
０
９
９
３-

38-

２
８
８
１

　

令
和
３
年
５
月
３
日
に
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
し
た
「
第
67
回
知
覧
特
攻
基
地
戦

没
者
慰
霊
祭
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

催
　
し

春
季
家
庭
菜
園
講
習
会
開
催

知
覧
特
攻
基
地
戦
没
者
慰
霊
祭

の
中
止

ス
感
染
症
の
収
束
が
見
え
な
い
た
め
、
中

止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

［
問
］
知
覧
特
攻
慰
霊
顕
彰
会
事
務
局

　

☎
０
９
９
３-

83-

１
５
２
６

●
南
九
州
市
新
庁
舎
建
設
検
討
委
員
会
と

　
は
？

　

新
庁
舎
建
設
に
向
け
た
基
本
構
想
・
基

本
計
画
の
策
定
に
お
い
て
市
民
目
線
に
よ

る
総
合
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
組
織

の
こ
と
で
す
。
構
成
は
次
の
と
お
り
で
、

16
人
以
内
で
組
織
す
る
予
定
で
す
。

※
新
庁
舎
建
設
検
討
委
員
会
委
員
の
構
成

区　
分

摘　
要

①�

市
内
の
公
共
的
団

体
か
ら
推
薦
さ
れ

た
者

地
域
、
福
祉
、
農
業
、

商
工
、
教
育
な
ど
多

種
分
野
の
団
体
か
ら

推
薦
さ
れ
た
方

②�

識
見
を
有
す
る
者
大
学
教
授
な
ど
の
専

門
知
識
を
持
っ
た
方

③�

公
募
に
よ
る
市
民

等

市
民
等
か
ら
広
く
募

集

④�

そ
の
他
市
長
が
必

要
と
認
め
る
者

募
　
集

『
南
九
州
市
新
庁
舎
建
設
検
討

委
員
会
』
公
募
委
員
の
募
集

●�

検
討
委
員
会
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る

方
を
次
の
要
領
で
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
人
数
＝
２
人
以
内

　

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考

■
任
期
＝
委
嘱
の
日
か
ら
令
和
４
年
３
月

　

31
日
ま
で

■
検
討
会
の
開
催
＝
令
和
３
年
度
中
に
10

　

回
予
定
。
出
会
謝
礼
を
支
払
い
ま
す
。

■
応
募
資
格
＝
南
九
州
市
内
に
住
所
を
有

　

す
る
方
、
ま
た
は
南
九
州
市
内
に
あ
る

　

事
業
所
な
ど
に
勤
務
す
る
方
で
、
満
20

　

歳
以
上
（
募
集
締
切
日
）
の
方

■
応
募
用
紙
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
担
当

　

係
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
係
で
配
布

　

し
ま
す
。

■
応
募
方
法
＝
所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要

　

事
項
を
記
入
の
上
、
担
当
係
に
持
参
、

　

郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
電
子
メ
ー

　

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間
＝

　

令
和
３
年
３
月
19
日
（
金
）
か
ら
４
月

　

９
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で
（
必
着
）

［
担
当
］
知 

総
務
課 

新
庁
舎
建
設
準
備
係

　

南
九
州
市
観
光
協
会
は
、
４
月
17
日

（
土
）
～
４
月
30
日
（
金
）
で
「
第
１
回

南
九
州
市
藤
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま
す
。

開
催
期
間
中
の
う
ち
３
日
間
は
マ
ル
シ
ェ

を
行
い
ま
す
の
で
、
出
店
者
を
募
集
し
ま

す
。
出
店
希
望
者
は
期
限
ま
で
に
電
話
に

て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〈
藤
マ
ル
シ
ェ
〉

■�

日
時
＝
４
月
24
日
（
土
）、
４
月
25
日

（
日
）、
４
月
29
日
（
木
・
祝
）

■�

場
所
＝
知
覧
武
家
屋
敷
庭
園
内
藤
棚
公

園
■�

資
格
＝
南
九
州
市
内
の
業
者
お
よ
び
市

に
住
所
の
あ
る
者

■
出
店
料
＝
南
九
州
市
観
光
協
会
員

１
０
０
０
円
／
日

　
　
　
　
　

会
員
以
外　
　
　
　
　
　
　

２
０
０
０
円
／
日

■�

申
込
期
限
＝
4
月
7
日
（
水
）
ま
で　

た
だ
し
、
15
店
舗
募
集
が
あ
っ
た
時
点

で
終
了

［
問
・
申
］
南
九
州
市
観
光
協
会

　

☎
０
９
９
３-

58-

７
５
７
７ 

「
第
１
回
南
九
州
市

藤
ま
つ
り
」
出
店
者
募
集
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開 催 日 � 令和３年８月15日（日）�　午前９時～正午
開催場所 � 知覧文化会館　大ホール
応募期間 � ４月１日（木）～�５月 28日（金）〔必着〕
応募対象者
　・中学生の部：�中学校在学者（県内および本市友好交流

都市の中学生に限る）
　・高校生の部：高等学校在学者
　・一般の部
応募資格
　自らの体験や感じたことを基にした自作の未発表作品
で、上記部門の「応募対象者」であればどなたでも応募
できます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入
賞対象外とさせていただきます。
●�同一者が部門を問わず本選に３回出場している場合
●�過去に最優秀賞を受賞した方が同じ部門で応募してい
る場合
●過去の作品と文章・内容などが酷似した作品
●�他の大会などで既に発表し表彰などを受けた作品（文
章・内容などが酷似したものを含む）
※�中学生・高校生の部上位４人と一般の部上位１人に選
ばれた方は、８月 15日の本選（スピーチ発表）に出
場していただきます。（当日は、インターネットでの
同時配信も行います）
応募方法
　スピーチ内容を 400 字詰め原稿用紙に、一般・高校
生の部は４～５枚程度（制限時間７分以内のスピーチ）、
中学生の部は３～４枚程度（制限時間５分以内のスピー
チ）、日本語で縦書き。ワープロ原稿は 20字× 20行、
縦書きで印字してください。
　表紙に演題（ふりがな）・郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・職業（学校名）・年齢（学年）・電話番号を明
記して郵送で応募。また、ホームページ上にある『原稿
フォーム』をダウンロードし、Eメール【heiwakaikan@
samba.ocn.ne.jp】にて応募することもできます。
　１次審査通過者には、本人の肉声を録音した音声デー
タ（USB・CDなど）の提出をお願いします。
※�１人１作品とし、また作品は南九州市に帰属するもの
とします。応募原稿は返却しません。
　

目　　的
　いのちの尊さ、平和の大切さのメッセージを発信する
発表内容
　�“ いのち・平和 ” について多様な視点から考え、平和
へのメッセージとしてまとめられたもの

【応募・問い合わせ】
〒 897-0302　鹿児島県南九州市知覧町郡 17881番地
　　　　　　スピーチコンテスト実行委員会事務局
　　　　　　（知覧特攻平和会館内）
　　　　　　☎ 0993-83-2511（内線 5231）
【ホームページ】�https://www.chiran-tokkou.jp

選考方法
１次審査〔原稿による審査〕
　※中学生・高校生の部 10人、一般の部４人選出
２次審査〔スピーチ音声データによる審査〕
　※中学生・高校生の部４人、一般の部１人選出
最終審査〔本選スピーチ発表による審査〕
　
賞および副賞

（賞）
〈中学生・高校生の部〉
最優秀賞１人、優秀賞１人、特選２人、入選４人

〈一般の部〉
特選１人、入選３人

（副賞）
〈中学生の部〉
最優秀賞〈図書カード３万円分・商品券７万円分〉
優 秀 賞〈図書カード２万円分・商品券３万円分〉
特 選〈図書カード１万円分・商品券２万円分〉

〈高校生の部〉
最優秀賞〈賞金 15万円〉
優 秀 賞〈賞金 10万円〉
特 選〈賞金５万円〉

〈一般の部〉
特 選〈賞金 10万円〉

※�応募者全員に、知覧特攻平和会館無料招待券とスピー
チコンテスト開催記念オリジナルクリアファイルを
贈呈

平和へのメッセージfrom知覧
第32回スピーチコンテスト参加者募集
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総
務
省
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■�

募
集
期
間
＝
令
和
３
年
３
月
31
日（
水
）

ま
で

［
問
］
知 

企
画
課 

広
報
統
計
係

　

南
九
州
市
衛
生
自
治
団
体
連
合
会
で

は
、
飲
食
を
す
る
場
所
に
お
い
て
食
べ
残

し
の
削
減
に
向
け
た「
３
０
１
０
運
動（
さ

ん
ま
る
い
ち
ま
る
う
ん
ど
う
）」
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

【
開
宴
後
30
分
間
】

　

 

席
を
立
た
ず
に
料
理
を
楽
し
み
ま
し
ょ

う
♪

【
閉
宴
前
10
分
間
】

　

 

自
席
へ
戻
り
再
度
料
理
を
楽
し
み
ま

し
ょ
う
♪

　

食
品
ロ
ス
を
無
く
し
、
エ
コ
な
南
九
州

市
を
目
指
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
家
庭
や

職
場
に
お
い
て
も
「
３
０
１
０
運
動
」
の

呼
び
掛
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
家
庭
で
で
き
る
食
品
ロ
ス
対
策
☆

・ 

購
入
は
必
要
な
量
だ
け
、
買
い
物
前
に

冷
蔵
庫
の
中
身
を
チ
ェ
ッ
ク
！
買
い
だ

め
で
は
な
く
、
小
ま
め
に
買
い
物
を
し

ま
し
ょ
う
♪

・ 

作
り
過
ぎ
な
い
！
頼
み
過
ぎ
な
い
！
自

『
３
０
１
０
運
動
』

食
品
ロ
ス
削
減
に
ご
協
力
を
！

　

鹿
児
島
県
教
育
委
員

会
で
は
、
令
和
３
年
度

銃
砲
刀
剣
類
登
録
（
確

認
）
審
査
を
実
施
し
ま

す
。
登
録
証
の
な
い
銃

砲
ま
た
は
刀
剣
類
を
所

持
し
て
い
る
方
が
対
象

で
す
。
ま
た
、
登
録
さ

れ
た
銃
砲
ま
た
は
刀
剣

類
を
譲
渡
・
相
続
な
ど

に
よ
り
取
得
し
た
場
合

は
、
所
有
者
変
更
・
住

所
変
更
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

■
審
査
日
＝

　

第
１
回
：
５
月
11
日
（
火
）

　

第
２
回
：
７
月
13
日
（
火
）

　

第
３
回
：
９
月
14
日
（
火
）

　

第
４
回
：
11
月
９
日
（
火
）

　

第
５
回
：
令
和
４
年
１
月
11
日
（
火
）

■�

審
査
時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
３
時

（
正
午
～
午
後
１
時
は
休
憩
）

※ 

午
後
２
時
30
分
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

■�

会
場
＝
鹿
児
島
県
青
少
年
会
館
（
鹿
児

島
市
鴨
池
新
町
１-

８
）

［
問
］
鹿
児
島
県
教
育
庁
文
化
財
課

　

☎
０
９
９-

２
８
６-

５
３
５
５

　

知 

文
化
財
課 

文
化
財
係

銃
砲
刀
剣
類
登
録
（
確
認
）

審
査
会

■�

期
間
＝
４
月
１
日
（
木
）
～
５
月
31
日

（
月
）（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
場
所
＝
頴 

税
務
課 

固
定
資
産
税
係

　
　
　
　

知 

・ 

川 

支
所 

税
務
係

【
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧

で
き
る
方
】

・ 

固
定
資
産
税
の
納
税
者
（
市
内
に
土
地

ま
た
は
家
屋
を
お
持
ち
の
方
）

・ 

固
定
資
産
税
の
納
税
者
代
理
人

【
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
で
き
る
方
】

・ 

固
定
資
産
税
の
納
税
者
お
よ
び
納
税
者

代
理
人

■
必
要
な
も
の
＝

・ 

縦
覧
、
閲
覧
さ
れ
る
方
の
身
分
を
証
明

で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
な
ど
）

・ 

借
地
借
家
人
な
ど
の
権
利
を
有
す
る
方

が
閲
覧
さ
れ
る
場
合
は
、
賃
貸
契
約
書

な
ど
の
権
利
関
係
を
示
す
書
類

・ 

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
（
任

意
の
様
式
で
可
）

［
担
当
］
頴 

税
務
課 

固
定
資
産
税
係

令
和
３
年
度
の
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
、
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

毎
年
４
月
２
日
は
国
連
が
定
め
た
「
世

界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」、 

ま
た
、 

同
日
か

ら
８
日
ま
で
は
「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」

で
す
。

　

自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
害
の

方
は
、 

他
人
の
意
図
や
感
情
を
直
感
的
に

理
解
し
た
り
、 

言
葉
を
適
切
に
使
う
こ
と

な
ど
が
苦
手
な
場
合
が
あ
り
、
学
校
や
職

場
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
困
難
に
直
面
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、 

親
の
し
つ
け
や
家
庭
環
境

が
原
因
で
は
な
く
、 

脳
機
能
の
発
達
に
関

係
す
る
も
の
で
、
見
た
目
に
は
障
害
が
あ

る
こ
と
が
分
か
り
に
く
い
た
め
、
行
動
や

態
度
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

発
達
障
害
の
特
徴
を
知
り
、
正
し
く
理

解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

［
問
］
県
庁 

障
害
福
祉
課

　

☎
０
９
９-

２
８
６-

２
７
４
４

　

市
で
は
昨
年
12
月
、「
自
然
災
害
の
被

害
を
軽
減
す
る
た
め
の
防
災
情
報
の
発
信

お
よ
び
防
災
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
住

民
の
安
全
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を

目
的
に
M
Ｂ
Ｃ
南
日
本
放
送
（
以
下
M
Ｂ

Ｃ
）
と
防
災
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
・
発
達

障
害
啓
発
週
間

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
に
よ

る
防
災
情
報
の
入
手

る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

M
Ｂ
Ｃ
は
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
の
２
つ
の

メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
災
害
情
報
を
発
信
し

て
い
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
も
災
害
情
報
を
発
信

し
て
い
ま
す
。

　

特
に
大
雨
や
台
風
な
ど
の
災
害
に
つ
い

て
は
、
事
前
に
気
象
情
報
を
入
手
す
る
こ

と
に
よ
り
、
被
害
軽
減
に
備
え
た
準
備
や

避
難
な
ど
の
行
動
に
生
か
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、災
害
情
報
だ
け
で
は
な
く
、

災
害
時
の
「
施
設
の
臨
時
休
館
」
や
「
ご

み
収
集
の
中
止
」
な
ど
の
情
報
も
入
手
で

き
る
M
Ｂ
Ｃ
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

を
ぜ
ひ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｍ
Ｂ
Ｃ
ア
プ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
こ
ち
ら
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
き
ま
す
。　

［
担
当
］
知 

防
災
安
全
課 

交
通
防
災
係
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確定申告期限・納付期限が延長

［問］知覧税務署（電話 0993-83-2411）※自動音声案内

 

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
、
正
午
か
ら

午
後
１
時
の
間
は
昼
休
憩
を
設
け
ま
す
。

　

ご
み
を
持
ち
込
む
際
は
、
昼
休
憩
時
間

以
外
で
持
ち
込
む
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
。
営
業
日
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

［
担
当
］
川 

市
民
生
活
課 
生
活
衛
生
係

　

教
育
委
員
会
で
は
、
経
済
的
な
理
由
に

よ
り
就
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒

の
保
護
者
に
対
し
て
就
学
援
助
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

認
定
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
き
、
前
年
の
所
得
や
家
庭
の

状
況
な
ど
に
よ
っ
て
審
査
し
ま
す
が
、
申

請
さ
れ
た
全
て
の
方
が
援
助
を
受
け
ら
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
審
査

は
世
帯
全
員
の
市
県
民
税
に
つ
い
て
確
認

が
必
要
で
す
。
必
ず
税
の
申
告
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

４
月
上
旬
に
学
校
か
ら
申
請
書
が
全
児

童
生
徒
へ
配
布
さ
れ
ま
す
の
で
、
期
日
厳

守
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
援
助
を
受
け
ら
れ
る
世
帯

１　

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世
帯

２　

前
年
ま
た
は
当
該
年
度
に
生
活
保
護

　
　

の
停
止
ま
た
は
廃
止
の
あ
っ
た
世
帯

３　

当
該
年
度
市
民
税
非
課
税
世
帯

頴
娃
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

昼
休
憩
を
設
け
ま
す

令
和
３
年
度
就
学
援
助
申
請

４　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
世

　
　

帯

５　

１
～
４
に
該
当
し
な
い
が
、
生
活
状

　
　

況
の
悪
化
等
に
よ
り
援
助
が
必
要
と

　
　

認
め
ら
れ
る
世
帯

【
参
考
】
令
和
3
年
度
１
人
当
た
り
援
助

（
年
間
）
予
定
金
額

支
給
項
目

小
学
生

中
学
生

学
用
品
費
な

ど
（
１
年
生
）
１
万３

２
３
０
円
２
万５

０
４
０
円

学
用
品
費
な

ど
（
１
年
生

以
外
）

１
万５

５
０
０
円
２
万７

３
１
０
円

新
入
学
学
用

品
費
（
１
年

生
）

５
万１

０
６
０
円

６
万
円

体
育
実
技
用

具
費
（
柔
道

着
）

ー

実
費
支
給

修
学
旅
行
費

（
対
象
者
）

実
費
支
給

実
費
支
給

学
校
給
食
費
２
万２

８
８
０
円
２
万９

０
４
０
円

※ 

そ
の
ほ
か
指
定
さ
れ
た
疾
病
の
治
療
に

要
す
る
経
費
も
対
象
で
す
。

［
担
当
］
川 

学
校
教
育
課 

学
校
教
育
係

　令和２年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期限及び納付期限が下記のとおり延長され、これに伴い振替納
税日も全国一律で延長されました。申告や相談に当たっては、ご自宅などからもｅ－Ｔａｘや電話相談・チャットボッ
トをご利用いただけますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。また、申告所得税及び復興特別所得税
並びに消費税及び地方消費税（個人事業者）の納税は、金融機関の預貯金口座から引き落としとなる「振替納税」が
大変便利です。利用されていない方は、ぜひご利用ください。
■申告期限・納付期限

科　目 当　初 延　長　後
申告所得税 令和３年３月15日(月)
個人事業者の消費税 令和３年３月31日(水) 令和３年４月15日(木)
贈与税 令和３年３月15日(月)
■�振替日�

科　目 当　初 延　長　後
申告所得税 令和３年４月19日(月) 令和３年５月31日(月)
個人事業者の消費税 令和３年４月23日(金) 令和３年５月24日(月)
　詳しくは、国税庁ホームページ (https://www.nta.go.jp/) をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

■国税専門官採用試験受験者募集
　人事院と国税庁では、国税専門官採用試験（大学卒業
程度）の受験者を募集しています。受験資格などの詳細
につきましては、人事院ホームページ（国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩ）をご覧いただくか、次の１または２
へお問い合わせください。
１　人事院人材局試験課（☎03-3581-5311　内線2332）
２　熊本国税局人事第二課試験研修係（☎096-354-6171 
　　内線6046）

■「にせ税理士」にご注意！
　税理士でない人が、税務代理、税務書類の作成および税
務相談の税理士業務を行うこと（いわゆる「にせ税理士」
行為）は、税理士法で固く禁じられています。所得税及び
復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書
や決算書などの税務書類の作成や税務相談を依頼する場合
は、税理士であること（「税理士証票」を携行し、「税理士
会員章（バッジ）」を着けています。）を確認の上、ご相談
ください。「にせ税理士」へ相談することは、あなた自身に
不測の損害を与えるおそれがありますので、十分にご注意
ください！詳しいことは、最寄りの税務署にお尋ねくださ
い。
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　マイナンバーカードの交付や申請をサポートするため、日曜開庁による臨時窓口を開設します。
平日に市役所へ行くことが難しい方は、ぜひこの機会にご利用ください。
■開設日時：４月11日（日）8：30～12：00
　　　　　　５月  ９日（日）8：30～12：00
■開設場所：頴娃・知覧・川辺庁舎の市民係および市民生活係
※カードの受け取りに来られる方は交付通知のハガキと必要書類をご持参ください。
※マイナンバーカードに関すること以外は受け付けられません。

［担当］川  市民生活課 市民係　頴・知  支所 市民生活係

日曜開庁でマイナンバーカードの交付や申請をサポートします！

受　付　窓　口 取扱業務（転入・転出に伴う業務に限ります）

市民生活課
（市民係、支所市民生活係）

①住民異動届（転入、転出、転居など）の受け付け
②戸籍届（出生届、死亡届、婚姻届、離婚届など）の預かり
③住民票の写し、戸籍証明書の交付
④印鑑登録、印鑑登録証明書の交付
⑤ごみ収集日程表などの配布
⑥マイナンバーカードの交付・申請
※国民年金の年金事務所への確認を要する業務はできません。

税務課
（市民税係、納税管理係、固定資産税係、

支所税務係）

①所得証明書（令和２年度以前の所得、課税、所得課税、非課税）などの交付

②納税証明書の交付

③固定資産税関係の証明書の交付

健康増進課
（保険係、支所市民生活係）

①国民健康保険の資格取得・喪失の手続き
②国民健康保険の医療給付の手続き
③後期高齢者医療保険の手続き
※転入前市町村から交付された証明書がないと、限度額適用認定証などの発行
ができない場合があります。

福祉課
（子育て支援係、障害福祉係、支所福祉係）

①児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の手続き
②子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の手続き
③保育所などの入所の手続き
④転入転出に伴う障害者手帳の手続き

水道課
（業務係、支所建設水道係）

①水道の使用開始・中止の手続き

※水道の開栓・閉栓など現場での業務はできません。

知覧庁舎、頴娃庁舎、川辺庁舎開庁する庁舎
午前８時30分から午後5時15分開庁する時間

　年度末・年度始めは、就職・進学・転勤など転入転出手続きのため、多くの市民の方が来庁されます。
　そこで、各窓口の混雑緩和や待ち時間の短縮、仕事で手続きに来られない方などに配慮し、窓口業務の日
曜日開庁を行いますので、ご利用ください。

３月28日（日）、４月４日（日）開 庁 す る 日

［担当］川 �市民生活課�市民係

日曜日開庁で窓口業務を実施します‼
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４月の悩み相談室
　家庭や職場、子育てや介護、DVやセクハラ、ジェンダー、LGBTQのことなど悩みを抱えている方、
どんなことでもお気軽にご相談ください。専門のカウンセラーが相談に応じ、秘密は厳守されます。
■�相談日時＝４月17日（土）　午後１時～５時（１人50分程度）　　■場所＝ちらん夢郷館
■完全予約制＝毎月１回開催されます　予約受付時間：午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
☎0993-83-2511（相談室予約専用内線2222）�　� 　［担当］�知 �企画課�まちづくり推進係

加入するとき、やめるとき、届け出を忘れずに！
国民健康保険（国保）には、職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、

生活保護を受けている人以外の全ての人が加入しなければなりません。

国民健康保険の必要な手続き

◎こんなときは、14日以内に必ず届け出をしましょう

こんなとき
届け出に必要なもの

全ての届け出にはマイナンバー
が確認できるものが必要です

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入した 他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明書

職場の健康保険の被扶養者から外れた 被扶養者から外れた証明書

国保の被保険者の子どもが生まれた 保護者の保険証

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
国
保
を
や
め
る
と
き

他の市区町村に転出する 保険証
職場の健康保険に入った、または、職場の
健康保険の被扶養者になった

国保と職場の健康保険の両方の保険証（後者が未交
付の場合は、加入したことを証明するもの）

国保の被保険者が死亡した 保険証

生活保護を受けるようになった 保険証・保護開始決定通知書
※その他、南九州市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったときも届け出が必要です。

㊫（マル学）被保険者証の交付について
～市外の高校（学生寮など）・専門学校・大学へ進学される方へ～

国民健康保険は原則住所地での加入となりますが、修学を目的として転出する（している）方や市外の寮や下宿
などに住所地を移す方には、届け出をすることで南九州市の国民健康保険被保険者証を交付します。
ただし、経済的に独立した生活を行っている方を除きます。

【届け出に必要なもの】
　〇国民健康保険被保険者証（現在お持ちの保険証）
　○マイナンバーが確認できるもの
　〇在学証明書（※）
　※�在学証明書は、修学先の学校などから4月以降にお取り寄せの上、必ず原本をお持ちください。不備があると
手続きできません。

国保の保険証は使えなくなります！
職場の健康保険への加入後や健康保険の被扶養者認定を受けた後、新しい保険証が届くまでに時間がかかるこ

とがありますが、国民健康保険証が使用できるのは「新しい保険証が手元に届く日まで」ではなく「資格取得日の
前日まで」です。
健康保険によっては、正式な保険証ができるまでの間の資格証明書を発行できますので、医療機関の受診予定が
ある方は、職場の担当者にお尋ねください。

新たに健康保険に加入された方・加入する方

［担当］川 �健康増進課�保険係　頴 �・�知 �支所�市民生活係
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商品券が統一　新たな１歩を‼

　このように各会長も地域を越えた買い物需要に大きな期待を感じているようです。
　なお、これまでの各地区のスタンプ会・ポイントカード会の旧商品券は、令和３年 10月 31日（日）
が使用期限となりますので、ご注意ください。

新しい共通商品券

これまでの商品券（使用期限は令和３年 10月 31日）

共通商品券のお買い求めは４月１日より下記にて取り扱われます。
■頴娃町スタンプ会　　　　（商工会　頴娃支所）☎ 0993-36-0380
■知覧町ポイントカード会　（商工会　知覧支所）☎ 0993-83-2531
■川辺町スタンプ会　　　　（商工会　川辺本所）☎ 0993-56-0247

� ［担当］��知 �商工観光課�商工水産係

　いよいよ４月１日（木）から市内全域のスタンプ会・ポイントカード会加盟店で使用できる『南九
州市共通商品券』の取り扱いが開始されます。

　今回の共通化について協議を続けてきたそれぞれの会長は、次のようにコメントしております。
■頴娃町スタンプ会　会長　原田　弘志さん（原田呉服店）

３町で使える商品券が欲しいという要望に応えることができうれしい。
各地区のスタンプ会・ポイントカード会の交流を深め、新たな展開が期待される。

■知覧町ポイントカード会　会長　真茅　重喜さん（マカヤ酒店）

消費者の声に応える形で、商品券の統一が実現。これを機に、市内で買い物を
していただければありがたい。

■川辺町スタンプ会　会長　柿内　純也さん（株式会社カキウチ）

お客さまの利便性を考え、ようやく３町共通商品券の発行にたどりついた。皆さ
まが地域を越えて楽しんでお買物ができるよう加盟65店舗一丸となって頑張る。

知覧（41店舗） 川辺（65店舗）頴娃（32店舗）
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春の「郷土に学び・育む青少年運動」
３月11日～４月10日

南九州市青少年健全育成キャッチフレーズ

「青少年育成の日」
毎月第3土曜日

☆�次代を担う子どもの健やか
な成長に喜びを実感できる
まちにしていきましょう。

子ども会イン・リーダー研修会
～野外活動でサイクリング
を楽しむ参加者～

「家庭の日」
毎月第3日曜日

☆�家族そろって楽しむ時間を
つくりましょう。

お茶と情けは　こいごいと
「ひまわりカレンダー」より

○�気持ちのよいあいさつと返
事をしよう！
○�地域の行事に参加しよう！
○�家の手伝いや読書をしよう！

「共通実践事項」

枕崎市

第 14回
枕崎ぶえん鰹スタンプラリー
日時：３月１日（月）～
　　　５月31日（月）�
場所：�枕崎市
初鰹の季節がやってきた
スタンプを集めて豪華賞品を
ゲットしよう！

問：枕崎ぶえん鰹スタンプラリー実行委員会
　　℡0993-78-3500

戦国島津体験館
よしとし軍議場

日時：�金・土・日・月曜日　　
　　　９：30～18：00
場所：�日置市日吉町吉利
　　　3067-1
戦国島津の武将をイメージした
甲冑があり、甲冑体験が可能で
す。(甲冑体験は事前予約が必要)
問：戦国島津体験館　よしとし軍議場
　　℡099-295-3899

日置市

観音ヶ池　市民の森

場所：いちき串木野市湊町
　　　1247-3
県内有数の桜の名所。高台から
見下ろす「桜の海」は絶景です。

問：いちき串木野市総合観光案内所
　　℡0996-32-5256

いちき串木野市

日時（見頃）：
　　　３月下旬～４月上旬

体験型オープンカフェ
『ココカラ』

日時：木・金曜日
　　　11：30～15：30

問：加世田交流センターさんぱる
　　℡0993-53-8739

南さつま市

場所：�南さつま市加世田高橋
1952-2

地元の素材を使って季節や体調
に合わせながら食材を選んでく
れる体験型カフェ。

令和３年度ソフトボール大会 開催日程
（全日本・西日本・九州・県大会）

　知覧平和公園をメイン会場に多くのソフトボー
ル大会が開催されます。
　皆さんぜひ見学、応援にお越しください。
年 月 日 大会名 規模
Ｒ３ ３ 27～ 29 春季全日本小学生女子大会 全国

４ 10・11 クラブ男女選手権大会（予選） 県
４ 24・25 総合男女選手権大会（予選） 県
５ 15・16 九州大学男女春季選手権大会 九州
６ 12・13 シニア選手権大会（予選） 県
６ 19・20 壮年選手権大会（予選） 県
６ 26・27 九州総合女子選手権大会 九州
７ 9～ 11 九州高校女子選手権大会 九州
８ 7～ 9 西日本大学男女選手権大会 西日本
９ 18・19 県民体育大会 県
10 30・31 県総合男女選手権大会 県
11 13・14 九州大学男女秋季選手権大会 九州

Ｒ４ ３ 26・27 春季九州小学生男女大会 九州

販売サイトで契約内容をよく確認！
定期購入トラブル

　ネットの広告を見て、特別価格
約３千円の美容液を購入した。肌
に合わず使用をやめていたが、
商品が再び届き、定期購入だと
初めて気付いた。すぐに事業者
に解約と返品を申し出たが、「発
送日の10日前までに申し出ない
と対応できない」と言われた。2
回目の商品は１万円以上でとても
高い。申し込み時には、定期購
入だと分からなかった。どうにか
ならないか。 （60歳代　女性）

●1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入に
なっていたという相談が多数寄せられています。
●詳細な契約内容は、「〇％オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示され
ていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで
見るなど注意が必要です。
●「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められてい
る場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっか
りと確認しましょう。
●困ったときは、消費生活センターなどにご相談ください（消費者ホットライン
188）。

【お問い合わせ】　南九州市消費生活センター（知 �商工観光課内）


